
 

随 意 契 約 調 書 

工 事 (業 務 委 託 )名 鳥羽市同報系防災行政無線デジタル化工事監理業務委託 

工 事 (業 務 委 託 )場 所 鳥羽市内 

契 約 分 類 業務委託 

契 約 概 要 

◎鳥羽市同報系防災行政無線デジタル化工事の監理業務 

・同報系防災行政無線デジタル化 

   親局設備整備（鳥羽市役所） 1 式 

   遠隔制御設備整備（鳥羽市消防本部） 1 式 

   箱田山中継局設備整備（鳥羽展望台） 1 式 

   三重県防災無線中継局設備整備（船津町） 1 式 

   再送信子局設備整備（小浜町） 1 式 

   拡声子局設備整備（各所） 1 式 

   戸別受信機設備整備（各所） 1 式 

契 約 期 間 令和２年１１月２４日 ～ 令和４年 ３月２５日 

契 約 年 月 日 令和２年１１月２４日 

契 約 金 額  ９，７９０，０００円（税込み） 

契 約 相 手 先 

三重県津市広明町１１２－５ 

株式会社 建設技術研究所 三重事務所 

所長 板倉 章司 

契約相手の選定理由 

本業務は、令和２・３年度で実施する鳥羽市同報系防災行政無線デ

ジタル化工事における監理業務を委託するものである。 

株式会社建設技術研究所三重事務所は、平成 30 年度鳥羽市同報系防

災行政無線基本構想・基本設計業務及び令和元年度実施設計業務を受

注し、本業務の目的及び設計図書内容を熟知していることから、鳥羽

市同報系防災行政無線デジタル化工事の内容を工事受注者に正確に伝

えることができる。また、設計業務と監理業務を同一者と契約するた

め、責任の所在が明確となり、さらに、設計者と監理者が異なる場合

に生じる設計者との協議を省くことができる。 

これらの理由により、本業務を行う上で最適な業者であることから、

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により、株式会社

建設技術研究所三重事務所を選定したものである。 

根 拠 規 定 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

（その性質又は目的が競争入札に適しない） 

担 当 課 総務課 

 


